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日計(月計)
  
≪期間≫ 令和元年12月１日(日)から12月10日(火)までの10日間 
≪運動重点≫ 
 ○ 子供と高齢者の安全な通行の確保 
 ○ 高齢運転者の交通事故防止 
 ○ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 
 ○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
 ○ 飲酒運転の根絶 
 

 

年 末 の 交 通 安 全 県 民 運 動                  

日の出  日の入 

 6:41      16:40 

２３ 24 

３1 
ゼロの日 

★ 10日  自転車・二輪車安全利用の日 

★ 11日 横断歩道の日 
★ 20日  ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ・ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの日 

★ 30日  高齢者を交通事故から守る日 
★ 第４金曜日  飲酒運転根絶の日 
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  年末は、師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者等の注意力が散漫となり、 
交通事故の多発が心配されます。 
  また、忘年会などで飲酒の機会も増えることから、飲酒運転による事故も懸念 
されます。年末の交通安全県民運動を県民総ぐるみで展開し、県民一人一人の交 
通安全意識を高めるとともに、安全運転や安全行動の実践を通じて交通事故を防 
止しましょう。 

 令和元年12月１日から道路交通法等の一部改正により、携帯電話使用等違反の 
罰則が強化されます。 
 

 運転中に携帯電話やスマートフォンを手に持って使用すると交通違反になりま 
す。また、交通事故等の危険を生じさせると、さらに厳しい罰則が適用されます。 
 自転車を運転するときも、携帯電話・ながらスマホは愛知県道路交通法施行細 
則で禁止されています。 
 

携帯電話使用等（保持）違反の罰則（自動車・原付）  

令和元年12月１日から改正 

３０ 
５万円以下の罰金 

反則金（普通車）：６千円 

基礎点数：１点 
 

６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金 

反則金（普通車）：１万８千円 

基礎点数：３点 


